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1 「住宅」とは？
自己の居住の用に供する住宅で、玄関、居室、便所、風呂及び台所を備
え、かつ、延べ床面積が５５平方メートル以上のものをいいます。

2 「新築住宅」とは？
当該住宅の不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）第２７条第１号
に規定する建物の表示に関する登記原因が新築のものをいいます。

3 「中古住宅」とは？
不動産登記法第２７条第１号に規定する建物の表示に関する登記をして
から５年以上経過したものをいいます。

4 「取得」とは？
ここでの「取得」とは、住宅を自己の居住のために、所有権の保存登記
（中古住宅にあっては、所有権移転の登記）を完了させたことをいいま
す。

5 同一世帯員等とは？
申請者本人とその世帯員だけでなく、同居している世帯員全てを指しま
す。

6
市内業者と契約し建
設した住宅とは？

福島県の建築一般に登録がある業者で、補助対象住宅の建築にかかる請
負契約または補助対象住宅の売買契約の相手が二本松市内に住所がある
業者を指します。
＜例＞
①二本松市内の工務店と契約 ⇒ 補助対象
②二本松市内の宅建業者が自己所有する新築物件を購入 ⇒ 補助対象
③二本松市外の業者と建築請負契約を締結し、二本松市内の工務店等が
工事 ⇒ 補助対象外
④二本松市内の案内所で市外業者と契約 ⇒ 補助対象外

7
「市内業者と契約し
建設した」要件が問
われない場合とは？

申請者本人が福島県外から転入する場合です。
（契約日からさかのぼって１年前までに福島県内に住所を有したことが
ないことが要件）

8
市内の不動産業者と
は？

宅地建物取引業の免許を持ち、市内に本店または支店を持つ不動産売
買、仲介等を行う者をいいます。

9

夫婦で２分の１ずつ
所有する場合の支給
対象者はどうなりま
すか？

夫婦でどちらか一人のみを支給対象者とします。
（夫婦で二人には支給しません。）

10
滞納の対象となる市
税の税目は何です
か？

二本松市税条例第３条に規定する税で、主なものは次のとおりです。
・市民税　　　　　　　・固定資産税
・軽自動車税　　　　　・国民健康保険税
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11
納税証明はどのよう
に取得すればいいの
ですか？

同居する方全員分について滞納がないことを証明する納税証明書を市民
課で取得してください（本課所定の様式で１世帯分３００円の手数料が
かかります。）
※同居の方で世帯が分かれている場合は、それぞれの世帯分について納
税証明書が必要です。
※証明書用紙へ確認済の押印が必要ですので、事前に秘書政策課へおい
でください。

12
登記事項証明書はど
のように取得すれば
いいのですか？

補助対象となる住宅（建物）の権利部の登記までされていることがわか
る「登記事項証明書」を法務局で取得してください。（１件600円の手
数料がかかります。）※法務局は市内若宮にあります。

13
奨励金の額はいくら
ですか？

補助対象住宅の取得契約に要した経費の１０分の１に相当する額（その
額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）
で３６万円上限です。

14

二本松市新婚世帯家
賃助成金等とは？ま
たこの助成金の交付
を受けている場合に
は、奨励金の額は、
いくらですか？

平成２５年４月から平成３０年３月までの「新婚世帯家賃助成金」と平
成３０年４月から平成３１年３月までの「新婚世帯定住促進助成金」の
ことです。これらの助成金等での支給を受けている場合には、その額を
差し引いた額が奨励金の額となります。
＜例＞
　新婚世帯家賃助成金等を12万円受けている場合
　契約時の年齢が39歳以下で、各種要件を満たしている場合には、
　　３６万円－１２万円＝２４万円
　が奨励金の額となります。

15

昭和56年以前の耐震
基準で建築された住
宅を取得したが、耐
震診断の結果はどの
ように入手すればよ
いか？

本奨励金を申請する前に建築住宅課住宅係（電話55-5133）へご相談く
ださい。「福島県安全安心耐震促進事業」に則り、二本松市でも耐震診
断を希望する方への支援制度があり、通常１５万円程度かかる費用のほ
とんどが補助され、わずかな負担で耐震診断・計画策定を受けることが
できます。（年度内の募集戸数には限りがあります。）

16
奨励金の申請はどの
ような流れになりま
すか？

１．請負（売買）契約後、速やかに申請をしてください。交付決定を
し、通知を郵送します。
２．補助対象住宅の所有権保存登記（中古住宅にあっては、移転登記）
完了後、速やかに実績報告と併せて請求書を提出してください。審査後
に金額を確定し、提出していただいた口座へ振り込みます。
（原則として申請年度内に完成、実績報告が必要です）

ご不明な点がありましたら 秘書政策課へお問い合わせください。

（電話 0243-24-7120）


